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許認可等の種類

根拠法令条例
等・条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合
はその理由）

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）

【参考】生活衛生関係営業の運営の適正化に関する法律
（共済規程の設定、認可等）
第１４条の２ 　組合は、第８条第１項第１０号に掲げる事業（以下「共済事業」という。）を行なおうとす
るときは、共済規程を定めて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省
令で定める場合は、この限りでない。
２ 　前項の共済規程には、共済事業の種類ごとに、その実施の方法、共済契約並びに共済掛金及
び責任準備金の額の算出方法に関する事項を記載しなければならない。
３ 　共済規程の変更又は廃止は、第１項ただし書に規定する場合を除き、厚生労働大臣の認可を
受けなければ、その効力を生じない。
（火災共済金額の制限）
第１４条の３ 　火災により生ずる財産上の損害をうめるための共済事業を行なう組合は、厚生労働
省令で定める共済金額をこえる共済契約を締結してはならない。
（共済事業の支払備金及び責任準備金）
第１４条の４ 　共済事業を行なう組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、厚生労
働省令の定めるところにより、支払備金及び責任準備金を積み立てなければならない。
（区分経理）
第１４条の５ 　共済事業を行なう組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分し、か
つ、共済事業の種類ごとに経理しなければならない。
（共済事業の財産運用の制限）
第１４条の６ 　共済事業を行なう組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分さ
れた会計に属するものは、厚生労働省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
（共済規程の設定等に関する決議）
第１４条の７ 　共済規程の設定は、総会又は創立総会の、共済規程の変更又は廃止は、総会の決
議によらなければならない。

生活衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行規則
（共済規程の認可の申請）
第５条の２ 　組合は、法第１４条の２第１項の規定により共済規程の設定の認可を受けようとすると
きは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
１ 　共済規程
２ 　事業開始後三事業年度の収支予算書及び事業計画書
３ 　設定の議決をした総会若しくは総代会又は創立総会の議事録の謄本
二 　組合は、法第１４条の２第３項の規定により共済規程の変更の認可を受けようとするときは、申
請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
１ 　変更しようとする箇所を記載した書面
２ 　変更の理由を記載した書面
３ 　変更後三事業年度の収支予算書及び事業計画書
４ 　変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本
三 　組合は、法第１４条の２第三項の規定により共済規程の廃止の認可を受けようとするときは、申
請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
１ 　廃止の理由を記載した書面
２ 　廃止しようとする事業に係る財産の処分方法
３ 　廃止の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

共済規程の認可

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第１４条の２第１項

生活衛生同業組合が共済事業を行うときは、共済規程を定め認可を受けなければならな
い。



（認可を受けることを要しない共済事業）
第５条の３ 　法第１４条の２第１項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、組合が、火災により生
ずる財産上の損害をうめるための共済事業でその共済金額が共済契約者１人につき３０万円をこえ
ないものを行なう場合とする。
（火災共済金額の制限）
第５条の４ 　法第１４条の３ の厚生労働省令で定める共済金額は、共済契約者１人につき、１５０万
円又は共済契約を締結する事業年度の直前の事業年度終了の日における次の各号に掲げる額の
合計額（当該事業年度終了の日において決算上の損失の金額があるときは、その金額を控除した
額）の百分の１５に相当する金額に３０万円を加えた額のうちいずれか少ない額とする。
１ 　法第４９条の４第１項 の規定により積み立てた準備金の額
２ 　第５条の６第２項又は第３項の規定により積み立てた異常危険準備金の額
３ 　任意積立金の額
（支払備金）
第５条の５ 　法第１４条の４ の規定により積み立てるべき支払備金の額は、次の各号に掲げる額の
合計額を下らないものとする。
１ 　共済金又は返れい金を支払うべき場合において未だ支払わないものがあるときは、その金額
２ 　既に生じた理由によつて共済金又は返れい金の支払の義務があると認めるときは、その支払を
するに足りる金額
３ 　共済金又は返れい金の支払に関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額
二 　組合は、共済契約を再共済に付した場合においては、その再共済に付した部分について支払
備金を積み立てないことができる。
（責任準備金）
第５条の６ 　生死を共済事故とする共済事業にあつては、法第１４条の４の規定により積み立てるべ
き責任準備金の種類は、共済掛金積立金及び未経過共済掛金とし、共済掛金積立金の額は第１号
に掲げる額を下らない額、未経過共済掛金の額は第２号に掲げる額とする。
１ 　当該事業年度末において継続する共済契約について純共済掛金式によつて計算した額の合計
額
２ 　当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金から当該事業年度末
において継続する共済契約につき純共済掛金式によつて計算した額を控除した額のうち当該事業
年度末において未だ経過しない期間に対する部分の額の合計額

二 　生死を共済事故とする共済事業以外の共済事業で契約期間が終了した場合に共済掛金の全
部又は一部を払いもどすものにあつては、法第１４条の４の規定により積み立てるべき責任準備金
の種類は、払いもどし積立金、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、払いもどし積立金の額は
第１号に掲げる額を下らない額、未経過共済掛金の額は第２号又は第３号に掲げる額のうちいずれ
か多い額、異常危険準備金の額は第４号に掲げる額とする。
１ 　当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち払いもどし掛金
部分に相当する額の合計額
２ 　当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち払いもどし掛金
部分以外の部分に相当する額（当該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、当該
再共済契約に基づいて当該事業年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に
相当する額を控除した額）のうち当該事業年度末において未だ経過しない期間に対する部分の額の
合計額
３ 　当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の払いもどし掛金部分
以外の部分に相当する額（当該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、当該再共
済契約に基づいて当該事業年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相当
する額を控除した額）の合計額から当該共済掛金に係る共済契約に基づき当該事業年度において
支払つた共済金その他の額（当該共済金その他に係る共済契約を再共済に付していた場合は、当
該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払いを受け、又は支払いを受けるべきことの確
定した共済金その他の額を控除した額）、当該共済契約のために積み立てるべき支払備金の額及
び当該事業年度の事務費の合計額を控除した額
４ 　当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額の百分の三
以上に相当する額（当該額と既に積み立てられた異常危険準備金の額との合計額が当該事業年度
において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額をこえる場合には、当該額から
そのこえる額を控除した額）。ただし、共済事故の発生が予定事故率をこえた事業年度については、
この限りでない。



基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合
はその理由）

期間の制定根拠

―

２１日

―

三 　生死を共済事故とする共済事業以外の共済事業で前項以外のものにあつては、法第１４条の４
の規定により積み立てるべき責任準備金の種類は、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、未
経過共済掛金の額は第１号又は第２号に掲げる額のうちいずれか多い額、異常危険準備金の額は
前項第４号に掲げる額とする。
１ 　当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金（当該共済掛金に係る
共済契約を再共済に付している場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払
い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相当する額を控除した額）のうち当該事業年度末に
おいて未だ経過しない期間に対する部分の額の合計額
２ 　当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金（当該共済掛金に係る
共済契約を再共済に付している場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払
い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相当する額を控除した額）の合計額から当該共済掛
金に係る共済契約に基づき当該事業年度において支払つた共済金その他の額（当該共済金その他
の額に係る共済契約を再共済に付していた場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度にお
いて支払いを受け、又は支払いを受けるべきことの確定した共済金その他の額を控除した額）、当
該共済契約のために積み立てるべき支払備金の額及び当該事業年度の事務費の合計額を控除し
た額
（財産運用の方法）
第５条の７ 　法第１４条の６の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
１ 　銀行、信託会社（信託業法（平成１６年法律第１５４号）第３条又は第５３条第１項の免許を受け
たものに限る。）、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会又は中
小企業等協同組合で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又
は金銭信託
２ 　国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券（政府保証のあるものに限る。）若しくは
金融債、償還及び利払いの遅延のない物上担保付き若しくは一般担保付きの社債又は日本銀行出
資証券の取得
（決算関係書類の提出）
第５条の８ 　共済事業を行なう組合は、毎事業年度の終了後、遅滞なく、次の書類を都道府県知事
に提出しなければならない。
１ 　共済事業に関する事業報告書
２ 　共済事業に関する財産目録
３ 　共済事業に関する貸借対照表
４ 　共済事業に関する損益計算書
５ 　剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書類


